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リハビリハート総合介護ケアセンターリハビリハート総合介護ケアセンター
理学療法士 本橋 寛樹理学療法士 本橋 寛樹

介護・リハビリの
ご 相 談 や 見 学 0 2 9 6 - 7 3 - 6 9 6 5
桜川市西桜川2-18-5
国 道 5 0 号沿い  マクドナルドさん南側  茨 城トヨタさんとなり
桜川市西桜川2-18-5
国 道 5 0 号沿い  マクドナルドさん南側  茨 城トヨタさんとなり

土曜・祝日も営業土曜・祝日も営業 【茨城県指定】地域リハビリ・ステーション
・通所介護（ 3時間・1日・送迎あり）
・居宅介護支援（ケアマネージャー） ・訪問介護

【茨城県指定】地域リハビリ・ステーション
・通所介護（ 3時間・1日・送迎あり）
・居宅介護支援（ケアマネージャー） ・訪問介護

糖尿病専門医・内分泌代謝科専門医

県西糖尿病内分泌内科クリニック
院長 槌田 武史

診療時間 月 火 水 木 金 土

午前 8:30 -12:30 〇 〇 〇 〇 〇 14：00まで

午後 14:30 -18:30 ／ 〇 〇 ／ 〇 日・祝休診

筑西市成田678番地（筑西警察署斜め向かい） 電話：0296-48-9609

予約制のためお電話でのご予約をお願い致します
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お
知
ら
せ

６
月
１
日（
水
）～
７
日（
火
）

は
水
道
週
間

ス
ロ
ー
ガ
ン

大
切
な　
水
と
一
緒
に　
暮
ら

す
日
々

　

水
道
に
つ
い
て
理
解
と
関
心
を

高
め
、
公
衆
衛
生
の
向
上
と
生
活

環
境
の
改
善
を
図
る
水
道
週
間
が

実
施
さ
れ
ま
す
。

　

水
道
は
、
必
要
不
可
欠
な
生
活

基
盤
と
し
て
重
要
な
役
割
を
果
た

し
て
い
ま
す
。
市
で
は
適
正
な
浄

水
処
理
お
よ
び
塩
素
消
毒
を
徹
底

し
、
安
全
な
水
道
水
を
供
給
し
て

い
ま
す
。

　

水
道
週
間
を
機
会
に
、
水
道
や

水
の
大
切
さ
に
つ
い
て
、
あ
ら
た

め
て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

出典：日本水道協会

■
問
合
先
／
水
道
課
（
☎
58‐

５
１
１
１
・
75‐３
１
１
１
代
表
）

募

集

成
年
後
見
制
度
市
民
講
演
会

　

成
年
後
見
制
度
は
、
認
知
症
や

知
的
・
精
神
障
が
い
な
ど
の
理
由

で
判
断
能
力
が
低
下
し
た
本
人
に

代
わ
り
、
後
見
人
な
ど
が
財
産
の

管
理
や
各
種
契
約
の
手
続
き
を
行

い
、
権
利
の
侵
害
を
防
ぎ
、
本
人

ら
し
い
生
活
を
守
る
制
度
で
す
。

　

こ
の
機
会
に
、
成
年
後
見
制
度

を
学
ん
で
み
ま
せ
ん
か
。

■
日
時
／
６
月
18
日
（
土
）
13
時

30
分
～
15
時
30
分

■
会
場
／
市
役
所 
岩
瀬
庁
舎

■
講
師
／
小こ

も
り森 
弘ひ

ろ
み
ち道
氏
（
茨
城

県
社
会
福
祉
士
会 

事
務
局
長
）

■
定
員
／
50
名

■
申
込
期
限
／
６
月
15
日
（
水
）

■
問
合
せ
・
申
込
先
／
高
齢
福
祉

課
（
☎
０
２
９
６‐
73‐

４
５
１
１
直
通
）

●

●

●

●

●

第
１
回
し
あ
わ
せ
教
室

人
生
１
０
０
年
時
代�

�

今
か
ら
始
め
る
脳
活
講
座

　

高
齢
社
会
を
迎
え
、
人
生

１
０
０
年
と
言
わ
れ
る
時
代
に

な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
教
室
に
参

加
し
、
明
確
な
健
康
目
標
を
立
て

る
こ
と
で
、
元
気
な
生
活
を
目
指

し
ま
し
ょ
う
。

■
日
時
／
６
月
22
日
（
水
）
10
時

～
11
時
30
分

■
会
場
／
真
壁
福
祉
セ
ン
タ
ー

■
内
容
／
生
活
リ
ズ
ム
の
確
認
、

脳
へ
の
刺
激
運
動
（
数
字
を
で
き

る
だ
け
早
く
順
番
に
タ
ッ
チ
す
る

ナ
ン
バ
ー
タ
ッ
チ
な
ど
）

■
講
師
／
健
康
運
動
指
導
士

■
対
象
／
市
内
在
住
で
、
65
歳
以

上
の
方

■
参
加
費
／
無
料

■
定
員
／
40
名
（
先
着
順
）

■
申
込
期
限
／
６
月
15
日
（
水
）

■
問
合
せ
・
申
込
先
／
桜
川
市
社

会
福
祉
協
議
会 

岩
瀬
本
所
（
☎

０
２
９
６‐
76‐１
３
５
７
）、

真
壁
支
所
（
☎
０
２
９
６‐54‐

２
３
６
１
）

●

●

●

●

●

筋
力
あ
っ
ぷ
（
フ
レ
イ
ル
予

防
）
教
室
参
加
者

　

最
近
、
つ
ま
ず
く
こ
と
が
多
く

な
っ
た
と
感
じ
た
こ
と
は
あ
り
ま

せ
ん
か
。
こ
れ
は
、
筋
力
の
低
下

に
よ
る
も
の
で
す
。

　

こ
の
教
室
で
は
、
自
宅
で
簡
単

に
で
き
る
体
操
を
行
い
ま
す
。
ま

た
、
教
室
の
前
後
に
は
体
力
測
定

を
す
る
の
で
自
分
の
体
力
を
知
る

こ
と
も
で
き
ま
す
。
健
康
な
体
づ

く
り
を
目
指
し
ま
し
ょ
う
。

■
期
間
／
７
月
～
12
月
（
月
２
回

計
12
回
１
コ
ー
ス
）

■
会
場
／
真
壁
福
祉
セ
ン
タ
ー

■
対
象
／
市
内
在
住
で
、
65
歳
以

上
の
方

※ 

運
動
制
限
の
あ
る
方
は
対
象
外

■
参
加
費
／
無
料

■
定
員
／
20
名
（
先
着
順
）

■
申
込
期
間
／
６
月
15
日
（
水
）

～
24
日
（
金
）

■
申
込
方
法
／
桜
川
市
社
会
福
祉

協
議
会 

真
壁
支
所
に
直
接
申
し

込
み

■
問
合
せ
・
申
込
先
／
桜
川
市
社

会
福
祉
協
議
会 

真
壁
支
所
（
☎

０
２
９
６‐54‐２
３
６
１
）

●

●

●

●

●

筑
西
広
域
市
町
村
圏
事
務
組

合
消
防
本
部
職
員
採
用
試
験

■
職
種
・
採
用
予
定
人
員
／
消
防

職
・
４
名
程
度

■
受
験
資
格
／
日
本
国
籍
を
有
す

る
平
成
６
年
４
月
２
日
以
降
に
生

ま
れ
た
方
で
、
高
等
学
校
以
上
の

学
校
を
卒
業
、
ま
た
は
令
和
５
年

３
月
に
卒
業
見
込
み
の
人

■
試
験
日
・
会
場

【
第
一
次
試
験
】

・
試
験
日
／
９
月
18
日
（
日
）

・�

会
場
／
筑
西
広
域
消
防
本
部（
筑

西
市
直
井
１
０
７
６
）

■
試
験
内
容

現
況
届
の
提
出
は
原
則
不
要

　

毎
年
６
月
に
提
出
し
て
い
た
現

況
届
が
不
要
に
な
り
ま
す
。
た
だ

し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

方
は
提
出
が
必
要
で
す
。

・ 

離
婚
協
議
中
に
よ
り
配
偶
者
と

別
居
し
て
い
る
方

・ 

配
偶
者
か
ら
の
暴
力
な
ど
に
よ

り
、
住
民
票
の
住
所
地
と
異
な

る
市
区
町
村
で
受
給
し
て
い
る

方
・ 

そ
の
他
、
市
か
ら
提
出
の
案
内

が
あ
っ
た
方

※ 

提
出
が
必
要
な
方
に
は
、
６
月

中
旬
に
案
内
を
送
付
し
ま
す
の

で
、
６
月
30
日
（
木
）
ま
で
に

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

特
例
給
付
の
支
給
に
係
る�

�
所
得
上
限
限
度
額
が
新
設

■
高
所
得
者
へ
の
特
例
給
付
廃
止

　

令
和
４
年
６
月
分
（
令
和
４
年

10
月
支
給
分
）
か
ら
適
用
と
な
り

ま
す
。

■
児
童
１
人
あ
た
り
の
手
当
月
額

◆
所
得
が
①
未
満
の
場
合

・
３
歳
未
満
／
１
万
５
千
円

・�

３
歳
～
小
学
校
修
了
ま
で
／
第

１
子
・
第
２
子
：
１
万
円
、
第

３
子
以
降
：
１
万
５
千
円

・
中
学
生
／
１
万
円

◆
所
得
が
①
以
上
②
未
満
の
場
合

／
年
齢
に
か
か
わ
ら
ず
一
律
５
千

円◆
所
得
が
②
以
上
の
場
合
／
不
支

給
（
資
格
消
滅
）

※ 

児
童
手
当
等
が
不
支
給
と
な
っ

た
あ
と
に
所
得
が
②
を
下
回
っ

た
場
合
、
改
め
て
認
定
請
求
書

の
提
出
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

申
請
が
遅
れ
る
と
原
則
、
遅
れ

た
月
分
の
手
当
を
受
け
ら
れ
な

く
な
り
ま
す
。

※ 

詳
細
は
、
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

■
問
合
先
／
児
童
福
祉
課
（
☎

０
２
９
６‐75‐３
１
５
６
直

通
）

児
童
手

児
童
手
当当
の
制
度

の
制
度
がが
変
わ
り
ま
す

変
わ
り
ま
す

扶養親族�
などの数

①�所得制限�
限度額�
（万円）

②�所得上限�
限度額�
（万円）

０人 ６２２ ８５８
１人 ６６０ ８９６
２人 ６９８ ９３４
３人 ７３６ ９７２
４人 ７７４ １０１０
５人 ８１２ １０４８

　不法投棄対策は、早期発見、早期対応が重要であ
るため、市民の皆さまからの情報提供が必要です。

・ 工事看板が無く、
重機や鉄板が置か
れている

・  早朝、夜間にもか
かわらず重機や深
ダンプが出入りし
ている

・  普段見かけない場所へ深ダンプが出入りしている
・  突然大きな穴が掘られている
・  空き地などの周囲に高い塀が作られた
・  道路が汚れていたり、交通誘導員がいない

などを見かけたら、すぐ通報してください。

深ダンプ
（深枠、デカ箱などと言われています）

　
「
一
時
的
に
資
材
置
場
と
し
て

貸
し
て
ほ
し
い
」「
良
い
土
で
土

地
を
埋
め
立
て
て
あ
げ
ま
す
」
な

ど
の
話
を
持
ち
か
け
ら
れ
、
安
易

に
同
意
し
て
し
ま
っ
た
結
果
、
廃

棄
物
を
不
法
投
棄
さ
れ
た
り
、
無

許
可
で
建
設
残
土
を
埋
め
立
て
ら

れ
た
り
す
る
事
例
が
発
生
し
て
い

ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
責
任
や
処
理
費
用
の

負
担
は
、
行
為
者
だ
け
で
な
く
、

土
地
所
有
者
に
及
ぶ
こ
と
も
あ
り

ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

■
問
合
先
／
生
活
環
境
課
不
法
投

棄
対
策
室
（
☎
58‐５
１
１
１
・

75‐３
１
１
１
代
表
）、
茨
城
県

廃
棄
物
規
制
課
（
☎
０
２
９‐

３
０
１‐３
０
３
5
）

●�

不
法
投
棄
・
野
焼
き
を
見
つ

け
た
ら

不
法
投
棄
１
１
０
番

☎
０
１
２
０‐５
３
６‐３
８
０

�（
平
日
８
時
30
分
～
17
時
15
分
）

※ 

受
付
時
間
外
は
最
寄
り
の
警

察
署
ま
で

あ
な
た
の
土
地
、狙
わ
れ
て
い
る
か
も

このような時には通報を！
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事務所・工場 ☎ 0296-54-2626
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ISO・Pマーク認証取得までお手伝いします

未来に、社会に、
必要とされる印刷を
未来に、社会に、
必要とされる印刷を

市
長
と
語
ろ
う
！�

�

「
市
民
の
日
」
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市
民
の
皆
さ
ま
の
声
を
行
政
に

反
映
す
る
た
め
に
、
市
長
と
お
話

し
し
て
み
ま
せ
ん
か
。
話
題
は
な

ん
で
も
結
構
で
す
。

　

な
お
、
市
長
は
職
務
上
、
急
な

用
務
が
入
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の

で
、
そ
の
場
合
は
副
市
長
な
ど
が

対
応
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

お
手
数
で
も
前
日
ま
で
に
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
日
時
／
６
月
13
日
（
月
）
９
時

～
12
時
（
最
終
受
付
11
時
30
分
）

■
会
場
／
市
役
所 

大
和
庁
舎

■
問
合
先
／
秘
書
広
報
課
（
☎
58

‐５
１
１
１
・
75‐３
１
１
１
代

表
）

●

●

●

●

●

納
期
限
／
６
月
30
日（
木
）

市
県
民
税�

１
期

介
護
保
険
料�

２
期（
暫
定
）

　
税
・
保
険
料
は
納
期
限
内
に
納
め

る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

　
ま
た
、
納
め
忘
れ
が
な
く
簡
単
で

便
利
な
口
座
振
替
制
度
を
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

６
月
納
期
の�

�

税
・
保
険
料

・�【
第
一
次
試
験
】
／
教
養
試
験
、

小
論
文
、
体
力
適
性
審
査

※ 
第
二
次
試
験
の
案
内
は
、
第
一

次
試
験
合
格
者
に
の
み
通
知

■
受
験
願
書
受
付
期
間
・
方
法

・�

期
間
／
８
月
15
日
（
月
）
～
31

日
（
水
）

・�

方
法
／
受
験
者
本
人
が
直
接
受

験
願
書
を
持
参

※
土
・
日
、
祝
日
の
受
付
は
不
可

■
そ
の
他
／
試
験
日
程
な
ど
が
変

更
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
詳

し
く
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ

い
。

■
問
合
せ
・
申
込
先
／
筑
西
広
域

消
防
本
部
総
務
課
（
筑
西
市
直
井

１
０
７
６ 

☎
０
２
９
６‐24‐

４
５
５
２
）

●

●

●

●

●

セ
ミ
ナ
ー
受
講
生

第
二
種
電
気
工
事
士
受
験
対
策

（
筆
記
）
Ｂ

■
日
時
／
８
月
21
日
（
日
）、
28

日
（
日
）、
９
月
４
日
（
日
）
９

時
～
17
時
（
３
日
間
）

■
会
場
／
茨
城
県
立
筑
西
産
業
技

術
専
門
学
院

■
内
容
／
第
二
種
電
気
工
事
士
筆

記
試
験
の
受
験
対
策

■
定
員
／
20
人
（
定
員
を
超
え
た

場
合
は
抽
選
）

■
申
込
方
法
／
筑
西
産

業
技
術
専
門
学
院
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
電

子
申
請
、
ま
た
は
受
講
申
請
書

（
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
可
）
に
必
要
事
項
（
講
座

名
・
氏
名
・
年
齢
・
住
所
・
電
話

番
号
・
勤
務
先
）
を
記
入
の
う
え
、

84
円
切
手
を
同
封
し
て
郵
送

■
申
込
期
限
／
７
月
11
日
（
月
）

（
必
着
）

■
受
講
料
／
３，
０
４
０
円

■
そ
の
他
／
受
講
決
定
者
に
は
受

講
可
否
を
メ
ー
ル
ま
た
は
郵
送
で

通
知
し
ま
す
。
期
限
ま
で
に
受
講

料
を
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。（
電

子
納
付
可
）

■
問
合
せ
・
申
込
先
／
茨
城
県
立

筑
西
産
業
技
術
専
門
学
院

（
〒
３
０
８‐０
８
４
７ 

筑
西
市

玉
戸
１
３
３
６
‐
54 

☎

０
２
９
６‐24‐１
７
１
４
）

税

自
動
車
税
（
種
別
割
）
の
納

税
は
お
済
み
で
す
か

　

令
和
４
年
度
の
自
動
車
税
（
種

別
割
）
の
納
期
限
は
、
５
月
31
日

で
し
た
。

　

納
期
限
を
過
ぎ
ま
す
と
、
納
め

る
税
額
の
ほ
か
に
延
滞
金
も
あ
わ

せ
て
納
め
て
い
た
だ
く
場
合
が
あ

り
ま
す
。

　

ま
た
納
め
て
い
た
だ
け
な
い
場

合
は
、
財
産
の
差
押
え
な
ど
、
滞

納
処
分
を
行
う
こ
と
に
な
り
ま
す

の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

納
税
が
お
済
み
で
な
い
方
は
、

至
急
納
め
て
く
だ
さ
い
。

■
問
合
先
／
茨
城
県
筑
西
県
税
事

務
所 

収
税
第
一
課
・
収
税
第
二

課
（
☎
０
２
９
６
‐
24
‐

９
１
９
０
・９
１
５
７
）

無
料
相
談

行
政
書
士
無
料
相
談
会

　

行
政
書
士
に
よ
る
第
２
回
無
料

相
談
会
を
開
催
し
ま
す
。

■
日
時
／
６
月
13
日
（
月
）
13
時

30
分
～
15
時

※
13
時
受
付
開
始

■
会
場
／
市
役
所 

真
壁
庁
舎

■
相
談
内
容
／
建
設
業
や
飲
食
店

な
ど
の
営
業
許
可
、
農
地
転
用
や

開
発
行
為
な
ど
の
許
可
申
請
に
関

す
る
相
談
、
遺
産
分
割
協
議
書
作

成
な
ど
相
続
に
関
す
る
相
談

■
問
合
先
／
桜
川
市
行
政
書
士
連

絡
会
事
務
局
（
☎
０
２
９
６‐76

‐５
１
６
２
）


